
＜施設の案内＞
　YCC　代々木八幡コミュニティセンター（代々木5-1-15　☎03-3466-3239）
　　　小田急線：代々木八幡駅6分　　　地下鉄千代田線：代々木公園駅6分

　　　バス：渋61・63・64・66、ハチ公バス　八幡下5分

　【申請受付時間】9時～20時　

　【休館日】団体利用：第2・第4水曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

　　　　　　個人利用：第2・第4水曜日、日曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

階数 定員等 規模

スタジオ４ ５０人 74.7㎡

スタジオ５ ５０人 72㎡

和室１ ２１人 17.5畳

和室２ ２１人 17.5畳

スタジオ１ ５０人 66.4㎡

スタジオ２ ５０人 72.2㎡

スタジオ３ － ３０人 46.8㎡

ホール（舞台付き） － １８４人(固定177席) 172.6㎡

プレイルーム － 15人 35㎡

浴室 － カラン3ヵ所 50㎡(男・女)

リラクゼーションルーム － 10人 20.2㎡

※プレイルームは、60歳以上の方の優先施設です。

＜団体登録の要件＞
　　団体使用施設をご使用になる場合、事前に団体登録が必要です。申請は渋谷区施設予約システム

　　にて受け付けます。

　　＊ 利用者区分により施設使用料や使用申込期間が異なります。
利用者
区分

施設使用料　

区分
1-A

免除

区分
1-B

月4回免除
ただし、月4回を超え

た分は、5割減額

区分２ ５割減額

区分３ 定額

その他
団体等

定額

※渋谷区施設予約システムでは代表者と構成員の本人身分確認が必要です。（法人団体除く）

※区分によって会則、名簿等が必要です。詳しくはお問い合わせください。

※利用種目が同じ複数の団体の構成員になることはできません。

～ YCC　代々木八幡コミュニティセンター利用案内 ～

要件 使用申込期間

区内の公共的団体・地縁団体・公益的な団体で、会則が確認でき
ること。
　　　　官公庁、町会連合会、商店街振興組合、消防団、
　　　　社会福祉協議会、地区体育会、シニアクラブほか

使用希望日の
3か月前の

1日から前日まで

団体使用施設

個人使用施設

３階

２階

１階

２部屋
同時利用可能

２部屋
同時利用可能

２部屋
同時利用可能

施設

区内の団体で次の要件を満たすもの
１．次の要件を満たすもの
　①10人以上で構成され、代表者が区内在住
　②構成員の2/3以上が、区内在住
　③代々木八幡区民施設のみを使用する

使用希望日の
3か月前の

8日から前日まで

２人以上で構成され、代表者が満16歳以上

使用希望日の
3か月前の

15日から前日まで

使用希望日の
3か月前の

22日から前日まで

区内の団体で次のいずれかに該当するもの
１．次の要件を満たすもの
　①５人以上で構成され、代表者が区内在住
　②構成員の1/2以上が、区内在住
２．東京都の認証を受けた特定非営利活動法人で、区内に事業所
　　があるもの

使用希望日の
3か月前の

8日から前日まで

次の要件を満たすもの
　①２人以上で構成され、代表者が区内在住・在勤・在学の
　　いずれか
　②構成員の1/2以上が、区内在住・在勤・在学のいずれか



＜使用料＞
　（施設使用料）

使用区分 午前 午後１ 午後２ 夜間 全日

15時30分

～17時30分

ホール 5,100円 3,500円 3,500円 8,800円 20,900円

スタジオ１ 1,900円 1,300円 1,300円 3,300円 7,800円

スタジオ２ 2,100円 1,400円 1,400円 3,600円 8,500円

スタジオ３ 1,300円 900円 900円 2,300円 5,400円

スタジオ４ 2,200円 1,500円 1,500円 3,800円 9,000円

スタジオ５ 2,100円 1,400円 1,400円 3,600円 8,500円

和室１ 800円 500円 500円 1,400円 3,200円

和室２ 800円 500円 500円 1,400円 3,200円

プレイルーム 1,000円 700円 700円 1,700円 4,100円

※使用時間は準備・片付けの時間を含みます。

※同室を連続して使用する場合は、区分間の時間も使用できます。

※２室同時使用の場合は、各施設の使用料の合計額となります。

※２以上の使用区分を引き続き使用するときは、各使用区分の使用料の合計額となります。

※利用者から2,000円以上の入場料などを徴収する場合は、使用料の5割増しの金額となります。

　（附帯設備使用料）

単位 使用料

1台 500円

１台 1,000円

※附帯設備使用料の免除・減額はありません。　

※附帯設備はこの他にも無料で使用できるものがあります。詳しくはお問い合わせください。

＜使用及び注意事項＞
　●使用内容について

　　・打合せ、研修・講演会、集会・各種親睦会、パーティーほか

　　※使用施設によって、使用できる内容が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

　　※使用目的が不適当及び区民、周辺住民に迷惑がかかる場合、お断りすることがあります。

　　　例：収益を上げることを主たる目的としたご利用など

　●使用制限について

　　・音量制限があります。

　　・床を汚す恐れのあるもの（書道・絵画・水墨画等）は、敷物をご用意ください。

　　・ホール以外飲食（軽食）は可能ですが、冷蔵庫等の設備（湯沸し程度有）はありません。

　　　（職員によるデリバリー等の受け取り不可）

　●注意事項

　　・会場の準備並びに片付けは、使用時間内に利用者で行ってください。

　　・敷地内は禁煙です。

　　・室内は、ホール以外飲食（軽食）可能ですが、室内を汚さないよう十分ご注意ください。

　　・施設利用に出たゴミは、各自でお持ち帰りください。

　　・区の主催事業等及び選挙投票所となった場合は、利用を制限する場合があります。

＜施設の予約・使用申請＞
　YCC　代々木八幡コミュニティセンターの予約については、渋谷区施設予約システムで行います。

　団体登録・施設予約・使用申請については利用ガイド及び利用者マニュアルをご覧ください。

＜個人使用施設の使用＞
　区内在住の60歳以上の方が使用できます。事前に個人登録が必要です。利用者カード（敬老館・はつらつ

　センター・地域交流センター共通）をお持ちの方は登録不要です。

　個人登録の申請は、施設窓口にて受け付けます。登録には、ご本人の氏名・住所・生年月日が確認できる

　もの（免許証や健康保険証などの公的な書類）が必要です。

　【使用時間】9時～17時（浴室は9時30分～最終受付16時）

　【使用料】　無料

18時～22時 9時～22時
　　　使用時間
施設名

ピアノ（アップライト）

１使用区分当たり
附帯設備の種類

ビデオプロジェクター

９時～12時30分 13時～15時


